
所　　属　　名

（単位：千円）

分担金 0 

負担金 0 

使用料 0 

手数料 0 

財産収入 0 

寄付金 0 

繰入金 0 

諸収入 0 

その他 23 計 23 

備　考　欄

財
源
内
訳

国・県支出金 0 

地方債 0 

その他 23 

一般財源 0 

その他財源の内訳

市長段階査定額 23 

区　　分 補正額

事業の概要　会計名

介護保険費特別会計 【問合せ先】管理係 0857-30-8211

【１２次総の施策体系】2101

【事業の経過及び背景】
　社会福祉法の改正により、重層的支援体制整備事業が創設された。本市においては令和４
年度より実施している。

【事業の目的及び効果】
　対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に
実施することにより、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体
制を整備することを目的とする。

【事業の内容】
　重層的支援体制整備事業として実施する地域包括センター運営事業、一般介護予防事業
の一部、生活支援体制整備事業に係る事業費のうち、保険料負担相当分について、一般会
計へ繰り出す。

　・地域包括支援センター運営費分
　・生活支援体制整備事業費分
　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１号保険料　23.0%
 
　・一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定めるものの費用分
　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１号保険料　23.0%
　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２号保険料（支援交付金）27.0%

　※その他財源のその他は、介護保険料

款 諸支出金

項 繰出金

目 一般会計へ繰出

補正前額 97,702 

要求額 23 

総務部長段階査定額 23 

年度 R8
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